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吸収分割に係る事前開示事項 

【追加開示事項】 

 

（会社法第７８２条第１項及び会社法施行規則第１８３条に基づく事前備置書面） 

 

当社は、FrontAct株式会社（以下「吸収分割承継会社」といいます。）との間で締結した

２０２４年５月９日付吸収分割契約書に基づき、２０２４年６月１８日を効力発生日とし

て、吸収分割を行うことに関し、２０２４年５月１０日から会社法第７８２条第１項及び会

社法施行規則第１８３条に定める事前備置書類（以下「本事前備置書類」といいます。）を

本店に備え置いておりますが、本事前備置書類の内容に変更が生じたため、会社法施行規則

第１８３条第７号の規定に基づき、下記のとおり変更後の事項を記載した書類を本事前備

置書類と一体のものとして追加して備え置きます（なお、下線は変更箇所を示しておりま

す。）。なお、下記における用語は、本事前備置書類において定義した各用語と同一の意義を

有するものといたします。 

 

記 

 

【変更後】 

５ 吸収分割承継会社の計算書類等に関する事項 

（３）成立の日後に生じた重要な後発事象 

② 吸収分割承継会社は、上記①の株式会社メルティン MMIのメディカル事業譲受け

に係る対価の支払のための資金及び吸収分割承継会社の運転資金を調達するた

め、（ⅰ）２０２４年６月７日、当社との間で、当社から極度額１,４５０百万円

の範囲内で貸付けを受ける旨の「極度貸付契約証書」を締結し、同契約に基づき、

同月１４日付で当社から７９２百万円の借入れを行う予定であり、また、（ⅱ）

同月７日、当社との間で、同月１８日を払込期日として、当社に対する第三者割

当による普通株式１９，８００株の発行を行い、当社より１９８百万円を調達す

る旨の「募集株式の総数引受契約書」を締結いたしました。 

以上 

 


